
２ 地域医療構想について 



「地域医療構想の進め方に関する議論の整理」※のポイント 

○ 都道府県は、毎年度、地域医療構想調整会議において合意した具体的対応方針をとりまとめること。 

  具体的対応方針のとりまとめには、以下の内容を含むこと。    

    ① 2025年を見据えた構想区域において担うべき医療機関としての役割 

    ② 2025年に持つべき医療機能ごとの病床数 

⇒平成30年度以降の地域医療介護総合確保基金の配分に当たっては、具体的対応方針のとりまとめの進捗状況を考慮する。 
 

○ 公立病院、公的医療機関等は、「新公立病院改革プラン」「公的医療機関等２０２５プラン」を策定し、平成29年度中に協議すること。 
 

○ その他の医療機関のうち、担うべき役割を大きく変更する病院などは、今後の事業計画を策定し、速やかに協議すること。 
 

○ 上記以外の医療機関は、遅くとも平成30年度末までに協議すること。 

【個別の医療機関ごとの具体的対応方針の決定への対応】 

地域医療構想調整会議での個別の医療機関の取組状況の共有 

○ 都道府県は、個別の医療機関ごと（病棟ごと）に、以下の内容を提示すること。 

   ①医療機能や診療実績   ②地域医療介護総合確保基金を含む各種補助金等の活用状況 

   ③公立病院・公的病院等について、病床稼働率、紹介・逆紹介率、救急対応状況、医師数、経営に関する情報など 

地域医療構想調整会議の運営 

○ 都道府県は、構想区域の実情を踏まえながら、年間スケジュールを計画し、年４回は地域医療構想調整会議を実施すること。 
 

○ 医療機関同士の意見交換や個別相談などの場を組合せながら、より多くの医療機関の主体的な参画が得られるよう進めること。 

地域医療構想調整会議の協議事項 

【その他】 
○ 都道府県は、以下の医療機関に対し、地域医療構想調整会議へ出席し、必要な説明を行うよう求めること。 

 ・病床が全て稼働していない病棟を有する医療機関 ・新たな病床を整備する予定の医療機関  ・開設者を変更する医療機関 

※ 平成29年12月13日 
  医療計画の見直し等に関する検討会 
  地域医療構想に関するワーキンググループ 

24 



都
道
府
県 

 ○ 「医療介護総合確保推進法」により、平成２７年４月より、都道府県が「地域医療構想」を策定。平成２８年度  
  中に全都道府県で策定済み。 
  ※ 「地域医療構想」は、二次医療圏単位での策定が原則。 
 
 ○ 「地域医療構想」は、２０２５年に向け、病床の機能分化・連携を進めるために、医療機能ごとに２０２５年の 
  医療需要と病床の必要量を推計し、定めるもの。 
 
 ○ 都道府県が「地域医療構想」の策定を開始するに当たり、厚生労働省で推計方法を含む「ガイドライン」を作 
  成。平成２７年３月に発出。 

医療機能の報告等を活用し、「地域医療構想」を策定し、
更なる機能分化を推進 

  （「地域医療構想」の内容） 
      

  １．２０２５年の医療需要と病床の必要量        
   ・高度急性期・急性期・回復期・慢性期の４機能ごとに医療 
    需要と病床の必要量を推計 
   ・在宅医療等の医療需要を推計 
   ・都道府県内の構想区域（二次医療圏が基本）単位で推計 
              

  ２．目指すべき医療提供体制を実現するための施策 
   例） 医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、 
      在宅医療等の充実、医療従事者の確保・養成等 

（機能が 
見えに 
くい） 

 
 

医
療
機
関 

（B病棟） 
急性期機能 

（D病棟） 
慢性期機能 

（C病棟） 
回復期機能 

（A病棟） 
高度急性期機能 

○ 機能分化・連携については、 
      「地域医療構想調整会議」で議論・調整。 

医療機能の現状と今後の
方向を報告（毎年１０月） 

病床機能報告 

回復期機能の
患者 

高度急性期機能
の患者 

慢性期機能の患者 

急性期機能の患者 医療機能 
を自主的
に選択 

地域医療構想について 
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地域医療構想の実現プロセス 

１． まず、医療機関が「地域医療構想調整会議」で協議を行い、機能分化・連携を進める。都道府県は、地域医
療介護総合確保基金を活用。 

２． 地域医療構想調整会議での協議を踏まえた自主的な取組だけでは、機能分化・連携が進まない場合には、
医療法に定められた都道府県知事の役割を適切に発揮。 

STEP1   地域における役割分担の明確化と将来の 
方向性の共有を「地域医療構想調整会議」で協議 

個々の病院の再編に向け、各都道府県での「調整会議」
での協議を促進。 

 
① 救急医療や小児、周産期医療等の政策医療を担う

中心的な医療機関の役割の明確化を図る 
 
② その他の医療機関について、中心的な医療機関が

担わない機能や、中心的な医療機関との連携等を
踏まえた役割の明確化を図る 

 

STEP２「地域医療介護総合確保基金」により支援  

都道府県は、「地域医療介護総合確保基金」を活用し
て、医療機関の機能分化・連携を支援。 
 

・病床機能の転換等に伴う施設整備・設備整備の補助
等を実施。 

STEP３ 都道府県知事による適切な役割の発揮 

都道府県知事は、医療法上の役割を適切に発揮し、機
能分化・連携を推進。 
 
【医療法に定められている都道府県の権限】 
① 地域で既に過剰になっている医療機能に転換しようとす

る医療機関に対して、転換の中止の命令（公的医療機関

等）及び要請・勧告（民間医療機関） 
 
② 協議が調わない等の場合に、地域で不足している医療

機能を担うよう指示（公的医療機関等）及び要請・勧告（民間
医療機関） 

 
③ 病院の開設等の許可申請があった場合に、地域で不足

している医療機能を担うよう、開設等の許可に条件を付
与 

 
④ 稼働していない病床の削減を命令（公的医療機関等）及び

要請・勧告（民間医療機関） 

  
※ ①～④の実施には、都道府県の医療審議会の意見を聴く等の手

続きを経る必要がある。 
※ 勧告、命令、指示に従わない医療機関には、医療機関名の公表

や地域医療支援病院の承認の取消し等を行うことができる。 

将
来
の
方
向
性
を
踏
ま
え
た
、
自
主
的
な
取
組
だ
け
で

は
、
機
能
分
化
・連
携
が
進
ま
な
い
場
合 
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公的医療機関等２０２５プラン 

○ 公的医療機関※、共済組合、健康保険組合、国民健康保険組合、地域医療機能推進機構、国立病院機構及び労働者健康安
全機構が開設する医療機関、地域医療支援病院及び特定機能病院について、地域における今後の方向性について記載した
「公的医療機関等２０２５プラン」を作成し、策定したプランを踏まえ、地域医療構想調整会議においてその役割について議論す
るよう要請。 ※新公立病院改革プランの策定対象となっている公立病院は除く。 

 

【基本情報】  
 ・医療機関名、開設主体、所在地 等 
 

【現状と課題】 
 ・構想区域の現状と課題 

・当該医療機関の現状と課題 等 
 

【今後の方針】 
・当該医療機関が今後地域において担うべき役割 等 

 

○ 各医療機関におけるプランの策定過程においても、地域の関係者からの意見を聴くなどにより、構想区域ごとの医療提供体制と整合的なプランの策定が求
められる。 

 

○ 各医療機関は、プラン策定後、速やかにその内容を地域医療構想調整会議に提示し、地域の関係者からの意見を聴いた上で、地域の他の医療機関との
役割分担や連携体制も含め、構想区域全体における医療提供体制との整合性をはかることが必要。地域医療構想調整会議における協議の方向性との齟
齬が生じた場合には、策定したプランを見直すこととする。 

 

○ さらに、上記以外の医療機関においても、構想区域ごとの医療提供体制の現状と、現に地域において担っている役割を踏まえた今後の方針を検討すること
は、構想区域における適切な医療提供体制の構築の観点から重要である。まずは、それぞれの医療機関が、自主的に検討するとともに、地域の関係者と
の議論を進めることが望ましい。 

 
【具体的な計画】 

・当該医療機関が今後提供する医療機能に関する事項 
  （例）・４機能ごとの病床のあり方について 

  ・診療科の見直しについて 等 
 

・当該医療機関が今後提供する医療機能に関する、具体的な数値目標     
  （例）・病床稼働率、手術室稼働率等、当該医療機関の実績に関する項目    

・紹介率、逆紹介率等、地域との連携に関する項目、人件費率等、
経営に関する項目   等 

記載事項 

留意点 

 

○救急医療や災害医療等の政策医療を主として担う医療機関：平成29年９月末 
                     （３回目の地域医療構想調整会議で議論）  

○その他の医療機関：平成29年12月末 （４回目の地域医療構想調整会議で議論） 

策定期限 
４～６月 ７～９月 10～12月 １～３月 

病床機能報告等の
データ等を踏まえ、
各医療機関の役割
を明確化 

医療機能、事業等
ごとの不足を補うた
めの具体策を議論 

各役割を担う医療
機関名を挙げ、機
能転換等の具体策
の決定 

具体的な医療機関
名や進捗評価指標、
次年度基金の活用
等を含む取りまとめ 

●地域医療構想調整会議の議論のサイクル  

           約810病院 対象病院数 
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地域医療介護総合確保基金の平成３０年度予算案について 

○ 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため平成２６年度から消費税増収分等を活用した財政支援制度（地域医療介護 

 総合確保基金）  を創設し、各都道府県に設置。  

○ 地域医療介護総合確保基金の平成３０年度予算案は、公費ベースで１，６５８億円（医療分９３４億円（うち、国分６２２億円） 、介護分 

 ７２４億円（うち、国分４８３億円））   

地域医療介護総合確保基金の対象事業 

※基金の対象事業は、平成26年度は医療を対象として１、２、４
を、平成27年度以降は介護を含めて全ての事業としている。 

26年度予算 

(当初予算） 

（参考）平成29年度スケジュール 

【平成２９年度当初予算】 
 
  ２９年１月～ （※都道府県による関係者からのヒアリング等 
          の実施） 
     ４月～  国による都道府県ヒアリング等の実施 
     ８月   基金の交付要綱等の発出 
          都道府県へ内示 
     ９月   都道府県計画の提出 

地域医療介護総合確保基金の予算 

１，６２８億円 

27年度予算 
（当初予算） 

１ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備 
 の整備に関する事業 
２ 居宅等における医療の提供に関する事業 
３ 介護施設等の整備に関する事業（地域密着型サービス等） 
４ 医療従事者の確保に関する事業 
５ 介護従事者の確保に関する事業 

介護分 
724億円 

 
（うち、
国分483
億円） 

医療分 
904億円 

 
（うち、
国分602
億円） 

28年度予算 
（当初予算） 

介護分 
724億円 

 
（うち、
国分483
億円） 

医療分 
904億円 

 
（うち、
国分602
億円） 

１，６２８億円 

介護分 
724億円 

 
（うち、
国分483
億円） 

医療分 
9３4億円 

 
（うち、
国分622
億円） 

１，６５８億円 

30年度予算案 
（当初予算） 

医療分 
904億円 

 
（うち、
国分602
億円） 

１，５６１億円 

27年度予算 
（補正予算） 

介護分 
1,561億

円 

 
（うち、
国分

1,040億
円） 

９０４億円 

介護分 
724億円 

 
（うち、
国分483
億円） 

１，６２８億円 

医療分 
904億円 

 
（うち、
国分602
億円） 

29年度予算 
（当初予算） 

地域医療介護総合確保基金の平成３０年度予算案について 
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            ○ 命令・指示・勧告に従わなかった旨を公表 
 

            ○ 命令・指示・勧告に従わない地域医療支援病院･特定機能病院※は承認を取消し 

都道府県知事の権限の行使の流れ 

• 病床機能報告において基準日と基準日後の
病床機能が異なる場合であって 

• 基準日後病床機能に応じた病床数が、病床
の必要量（必要病床数）に既に達している 

地域医療構想の達成を推進するた
めに必要な事項について、協議の
場での協議が調わないとき等 

都道府県医療審議会の意見を聴いて、

不足する医療機能に係る医療を提
供することを指示（公的医療機関
等）又は要請（民間医療機関） 

【過剰な医療機能への転換の中止等】 【不足する医療機能への転換等の促進】 

病院の開設等の許可申
請があった場合 

都道府県医療審議会の意見を聴いて、 
当該措置を講ずべきことを勧告 

要請を受けた者が、正当な理由がなく、 
当該要請に係る措置を講じていない 

①都道府県知事への理由書提出 
②調整会議での協議への参加 
③都道府県医療審議会での理由等説明 

理由等がやむを得ないものと認められない場合、
都道府県医療審議会の意見を聴いて、 

病床機能を変更しないことを命令（公的医
療機関等）又は要請（民間医療機関） 

応答の 
努力義務 

病床を稼働していな
いとき 

不足する医療機能に係る
医療を提供する旨の条件
を開設等許可に付与 

正当な理由がなく、当該勧告に 
係る措置を講じていない 

都道府県医療審議会の意見を聴い

て、期限を定めて、当該勧告に
係る措置をとるべきことを命令 

正当な理由がなく、 
条件に従わない 

都道府県医療審議会の意見

を聴いて、期限を定めて条
件に従うべきことを勧告 

都道府県審議会の意見

を聴いて、当該病床の
削減を命令（公的医療
機関等）又は要請（民
間医療機関） 

【非稼働病床の削減】 

要請の場合 
（民間医療機関） 命令の場合 

（公的医療機関等） 
指示の場合 

（公的医療機関等） 

医療法第30条の15 医療法第30条の16 医療法第７条第５項 

医療法第27条の２ 

※特定機能病院の承認取消しは 
   厚生労働大臣が行う 

医療法第30条の17 

要請の場合 
（民間医療機関） 

要請を受けた者が、
正当な理由がなく、

当該要請に係る措置
を講じていない 

都道府県医療審議

会の意見を聴いて、 
当該措置を講ず 
べきことを勧告 

命令・指示・勧告に従わない 

医療法第30条の18 

  医療法第30条の12 

  医療法第７条の２第３項 

命
令
の
場
合
（公
的
医
療
機
関
等
） 

医療法第29条第３項 
及び第４項 29 



参考資料 



② 地域医療構想の実現、医療計画・介護保険事業計画の整合的な策定等 
 

 地域医療構想の実現に向けて地域ごとの「地域医療構想調整会議」での具体的議論を促進する。

病床の役割分担を進めるためデータを国から提供し、個別の病院名や転換する病床数等の具体的

対応方針の速やかな策定に向けて、２年間程度で集中的な検討を促進する。これに向けて、介護

施設や在宅医療等の提供体制の整備と整合的な慢性期機能の再編のための地域における議論の

進め方を速やかに検討する。このような自主的な取組による病床の機能分化・連携が進まない場合

には、都道府県知事がその役割を適切に発揮できるよう、権限の在り方について、速やかに関係審

議会等において検討を進める。また、地域医療介護総合確保基金について、具体的な事業計画を

策定した都道府県に対し、重点的に配分する。 

 地域医療構想における2025年（平成37年）の介護施設、在宅医療等の追加的必要量（30万人程

度）を踏まえ、都道府県、市町村が協議し整合的な整備目標・見込み量を立てる上での推計の考え

方等を本年夏までに示す。 

「経済財政運営と改革の基本方針2017」（平成29年６月９日閣議決定）［抜粋］ 
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１ 医療提供体制の改革（病床機能の分化・連携） 
 
 ○ 都道府県が、2025年の機能別の医療需要・必要 

  病床数※と目指すべき医療提供体制等を内容とする 

  地域医療構想を策定 

  (平成29年３月31現在、全ての都道府県で策定済) 

 

 

 

 

 

２ 実現するための方策 

  ○ 都道府県による「地域医療構想調整会議」の開催 

 ○ 知事の医療法上の権限強化（要請・指示・命令等） 

 ○ 医療介護総合確保基金を都道府県に設置 

医療需要 必要病床数

高度急性期 ○○○　人/日 ○○○　病床

急性期 □□□　人/日 □□□　病床

回復期 △△△　人/日 △△△　病床

慢性期 ▲▲▲　人/日 ▲▲▲　病床

2025年（推計）

公立病院改革の推進 

 医療介護総合確保推進法（H27年4月施行） 

 に基づく取組（厚生労働省） 

※ イメージ 〔構想区域単位で策定〕 

70.3%  

53.6%  

29.7%  

46.4 % 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20年度 

25年度 

≪経営の効率化≫ ≪再編・ネットワーク化≫ 
 
 ・統合・再編等に取り組んでいる病院数 
                １６２病院  
 
 ・再編等の結果、公立病院数は減少 
  H20 : ９４３  ⇒  H25 : ８９２ （△ ５１病院） 

 ≪経営形態の見直し≫ 
 
  ・地方独立行政法人化(非公務員型)     ６９病院 

 
  ・指定管理者制度導入(いわゆる公設民営) ２１病院 

 
  ・民間譲渡・診療所化              ５０病院 

【赤字】 【黒字】 
（予定含む数） 

１ 新公立病院改革プランの策定を要請 
 （１) 策定時期：地域医療構想の策定状況を踏まえつつH27年度又はH28年度中 

 （２）プランの内容：以下の4つの視点に立った取組を明記 
 

 

 

 

２ 都道府県の役割・責任を強化 

 ○再編・ネットワーク化への積極的な参画、新設・建替へのチェック機能の強化等 

３ 地方財政措置の見直し 
 （１）再編・ネットワーク化への財政措置の重点化（H27年度～） 
           通常の整備             ・・・・・ 25%地方交付税措置 
      再編・ネットワーク化に伴う整備  ・・・・・ 40%地方交付税措置 

 （２）特別交付税措置の重点化（H28年度～） 
  ○措置率（8割）の導入、都道府県の役割・責任の強化、財政力に応じた算定 
  ○公的病院等への措置も公立病院に準じて継続 

 新公立改革ガイドライン（H27年3月）に基づく更なる改革の推進 

 「新公立病院改革ガイドライン」（平成27年3月）に基づき新公立病院改革プランの策定を要請。 
 平成29年3月31日現在で新公立病院改革プランを策定済の病院は800（全体の92.7％）。 
 医療提供体制の改革と連携して公立病院の更なる経営効率化、再編・ネットワーク化等を推進。 

・経常収支比率等の数値目標を設定 

 ・地方独立行政法人化等を推進 

経営の効率化 

経営形態の見直し 

 公立病院改革ガイドライン（H19年12月）に基づくこれまでの取組の成果 

連携 

・病床機能、地域包括ケア構築等を明確化 
 

・経営主体の統合、病院機能の再編を推進 

地域医療構想を踏まえた役割の明確化 

再編・ネットワーク化 
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都道府県、市町村、地方公共団体の組合、国民健康保険団体連合会及び国民健康保険組合、日本赤十字社、社
会福祉法人恩賜財団済生会、厚生農業協同組合連合会、社会福祉法人北海道社会事業協会 

公的医療機関等について 

○ 公的医療機関は、「戦後、医療機関の計画的整備を図るに当たり、国民に必要な医療を

確保するとともに、医療の向上を進めるための中核」としての役割を担うものとされ、また、

公的医療機関は、「医療のみならず保健、予防、医療関係者の養成、へき地における医療

等一般の医療機関に常に期待することのできない業務を積極的に行い、これらを一体的に

運営」するという特徴を有する。 

○ また、医療法第７条の２第１項では、公的医療機関の開設者を含む以下の者が規定され

ており、これらの者が開設する医療機関（公的医療機関等）については、地域医療構想の

達成を図るために都道府県知事が行使することができることとされている権限の位置付け

が、他の医療機関に対するものと異なる。 

○ 公的医療機関は、医療法第31条において、次の者が開設する医療機関とされている。 

公的医療機関の開設者、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、公立学校共済組合、日本私
立学校振興・共済事業団、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連
合会、独立行政法人地域医療機能推進機構 

 ※「」部分は医療法コンメンタールより抜粋 
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新公立病院改革ガイドラインにおける公立病院に期待される主な機能 

【新公立病院改革ガイドライン（平成27年３月）より抜粋】 
第２ 地方公共団体における新公立病院改革プランの策定 
３ 新改革プランの内容 
(1) 地域医療構想を踏まえた役割の明確化 
 公立病院に期待される主な機能を具体的に例示すれば、①山間へき地・離島など民間医療機関の立地が
困難な過疎地等における一般医療の提供、②救急・小児・周産期・災害・精神などの不採算・特殊部門に関
わる医療の提供、③県立がんセンター、県立循環器病センター等地域の民間医療機関では限界のある高
度・先進医療の提供、④研修の実施等を含む広域的な医師派遣の拠点としての機能などが挙げられる。 
 前ガイドラインにおいても、改革を通じて、 自らの公立病院の果たすべき役割を見直し、改めて明確化する
べきことが強調されていたが、今般の公立病院改革は、民間病院を対象に含めた地域医療構想の実現に向
けた取組と並行して行われるものであることから、必然的に、公立病院の役割を従来にも増して精査すること
となる。 

①山間へき地・離島など民間医療機関の立地が困難な過疎地等における一般医療の
提供 

②救急・小児・周産期・災害・精神などの不採算・特殊部門に関わる医療の提供 
③県立がんセンター、県立循環器病センター等地域の民間医療機関では限界のある

高度・先進医療の提供 
④研修の実施等を含む広域的な医師派遣の拠点としての機能 

公立病院に期待される主な機能の具体例 
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開設主体別医療機関の財政・税制上の措置 

開設主体別医療機関 財政 税制 

政府 
出資金*１ 

運営費 
交付金*２ 

・繰入金 

補助金 国税 地方税 

法人税 
(医療保健業) 

事業税 
（医療保健業） 

不動産取得税 固定資産税 

公立病院 - ○*３ 対象*４ 非課税 非課税 非課税 非課税 

国民健康保険組合 - - 対象*４ 非課税 非課税 一部非課税＊５ 一部非課税＊５ 

日本赤十字社 - - 対象*４ 非課税 非課税 一部非課税＊５ 一部非課税＊５ 

済生会 - - 対象*４ 非課税 非課税 一部非課税＊５ 一部非課税＊５ 

厚生連 - - 対象*４ 非課税 非課税 一部非課税＊５ 一部非課税＊５ 

北海道社会事業協会 - - 対象*４ 非課税 非課税 一部非課税＊５ 一部非課税＊５ 

国家公務員共済組合連合会 - - 対象*４ 非課税 非課税 一部非課税＊５ 一部非課税＊５ 

公立学校共済組合 - - 対象*４ 非課税 非課税 一部非課税＊５ 一部非課税＊５ 

日本私立学校振興・共済事業団 ○ - 対象*４ 非課税 非課税 一部非課税＊５ 一部非課税＊５ 

健康保険組合 - - 対象*４ 非課税 非課税 一部非課税＊５ 一部非課税＊５ 

地域医療機能推進機構 ○ - 対象*４ 非課税 非課税 非課税 一部非課税＊５ 

国立病院機構 ○ ○*６ 対象*４ 非課税 非課税 非課税 一部非課税＊５ 

労働者健康安全機構 ○ ○*６ 対象*４ 非課税 非課税 非課税 一部非課税＊５ 

(参考）公益社団法人、公益財団法人 - - 対象*４ 一部非課税*７ 一部非課税*７ 一部非課税＊５ 一部非課税＊５ 

（参考）社会医療法人 - - 対象*４ 一部非課税*８ 一部非課税*８ 一部非課税＊５ 一部非課税＊５ 

（参考）医療法人 - - 対象*４ 課税 課税 課税 課税*９ 

＊１：政府出資金とは、独立行政法人等において、その業務を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎を有する必要があり、これに対して政府が出資することをいう（参考：独立行政法人通則法第８条第１項）。日本私立学校振興・共済事業団
に関しては、私立学校への助成事業のみ。 

＊２：運営費交付金とは、独立行政法人が行う業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額について、国が予算の範囲内で交付する資金。 
＊３：地方公営企業法第17条の2（経費の負担の原則）及び総務省が定めた繰出基準（総務副大臣通知）に基づき、一般会計が負担すべき経費（経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費及び能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみ

をもって充てることが客観的に困難であると認められる経費）を公営企業会計に対して繰り入れているもの。 
＊４：個別の補助金の目的や性質によって対象外にもなりえる。なお、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生（医療）農業協同組合連合会、社会福祉法人北海道社会事業協会、公益社団法人、公益

財団法人、学校法人、社会医療法人、健康保険組合、国家公務員共済組合連合会及び公立学校共済組合が開設した病院について、公立病院と同様に当該地域の医療確保のため、公立病院に対する繰入金に準じて自治体から運営費に関する補助金
の交付を受けている場合がある。 

＊５：経営する病院及び診療所において直接その用に供する資産などは非課税。 
＊６：国立病院機構では、国期間分の退職給付金費用や臨床研究事業経費等に、労働者健康安全機構では、未払賃金立替払事業や研究・試験及び成果の普及事業等に使用されており、両機構とも診療事業には使用していない。 
＊７：法人税法令で定める収益事業に該当する医療保健業、公益目的事業は非課税。 
＊８：社会医療法人では、医療保健業（附帯業務、収益業務は除く。）は非課税。 
＊９：自治体の条例により減免を行っている場合がある。 35 



 3月  4月   5月   6月   7月   8月   9月    10月   11月   12月   1月   2月   3月  4月 

・都道府県職員研修（前期） 

・データブック配布及び説明会 

・基金に関するヒアリング 

・都道府県職員研修（中期） 
・地域医療構想の取組状況の
把握 

・病床機能報告の実施 

（平成29年度については、第
７次医療計画に向けた検討を
開始） 
●具体的な機能分化・連携に向
けた取組の整理について 
・県全体の病床機能や５事業等
分野ごとの不足状況を明示 

●病床機能報告や医療計画
データブック等を踏まえた役
割分担について確認 

 
・不足する医療機能の確認 

・各医療機関の役割の明確化 
・各医療機関の病床機能報告
やデータブックの活用 

●機能・事業等ごとの不足を
補うための具体策についての
議論 

 
・地域で整備が必要な医療機
能を具体的に示す 

・病床機能報告に向けて方向
性を確認 

●次年度における基金の活用
等を視野に入れた議論 

 
・次年度における基金の活用
等を視野に入れ、機能ごとに
具体的な医療機関名を挙げた
うえで、機能分化・連携若し
くは転換についての具体的な
決定 

●次年度の構想の具体的な取
組について意見の整理 

 
・地域において不足する医療
機能等に対応するため、具体
的な医療機関名や進捗評価の
ための指標、次年度の基金の
活用等を含むとりまとめを行
う 

●病床機能の分化・連携に向けた好事例や調整困難事例について収集・整理（国において全国状況を整理） 

●地域住民・市区町村・医療機関等に対する情報提供（議事録の公開、説明会等） 

１回目 ２回目 ３回目 ４回目 

：国から都道府県へ進捗確認 

○ 次のような年間のスケジュールを毎年繰り返すことで、地域医療構想の達成を目指す。 

地域医療構想調整会議の進め方のサイクル（イメージ） 

国 

都
道
府
県 

調
整
会
議 

・都道府県職員研修（後期） 

36 
 



  ▶公立病院について 

  ・平成29年９月末までに、新改革プランを策定した
病院は、787病院（策定対象825病院（注）） 

   （注）一般病床及び療養病床を有しない精神科病
院は除外した。 

  ・このうち、９月末までに地域医療構想調整会議で
プランについて議論を開始した病院は146病院 

  

地域医療構想調整会議における議論の状況 

以下は、平成29年９月末までの議論の状況について、全341構想区域の状況をまとめたもの。 

146 

具体的な医療機関名を挙げた議論の状況 

825 
病院 

814 
病院 

  ▶公的医療機関等２０２５プラン対象医療
機関について 

  ・平成29年９月末までに、公的医療機関等2025プ
ランを策定した病院は、282病院（策定対象814
病院） 

  ・このうち、９月末までに地域医療構想調整会議で
プランについて議論を開始した病院は23病院 

現状分析に関する取組の状況 

▶調整会議の開催状況について 

 平成29年７月～９月末 268回／217構想区域   

  ▶（参考）その他の医療機関について 

  ・公立病院、公的病院等以外の病院であって、
自主的な取組として将来に向けた方針を策定し
ている病院は５病院 

  ・このうち、９月末までに地域医療構想調整会議
でプランについて議論を開始した病院は５病院 

平成29年４月～６月末 150回／136構想区域   

▶調整会議以外の取組（意見交換会等） 
                の開催状況について 

 平成29年７月～９月末 79回／53構想区域   

▶非稼働病棟に関する状況把握 

 ・非稼働病棟を有する医療機関 1,763／14,289施設 
 ・非稼働病棟を有する医療機関 
         がある構想区域    299／341構想区域 
 ・うち非稼働病棟の在り方について 
         議論した構想区域  34／299構想区域 

９月末までに議論開始 
         146病院 

 平成29年６月末時点  21／299構想区域   

９月末までに議論開始 
          23病院 

平成29年４月～６月末 14回／16構想区域   

▶病床機能報告が未報告の医療機関 
              に関する状況把握 

 ・未報告医療機関    458／14,289施設 
 ・未報告医療機関 
    がある構想区域  150／341構想区域 
 ・うち未報告医療機関の在り方 
    について議論した構想区域   
                 20／150構想区域 

 平成29年６月末時点  10／150構想区域   

医政局地域医療計画課調べ 
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地域医療構想調整会議における議論の状況 

■調整会議の開催状況 （開催延べ回数／全構想区域）  
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【全
国

】
 

平成30年1月～3月（予定） 

平成29年10月～12月（予定） 

平成29年7月～9月 

平成29年4月～6月 

■意見交換会等の取組例 

←構想区域ごとリストの１を集計 

←構想区域ごとリストの１を集計 

【熊本県】 
 担当者が以下の病院団体主催の会議等に参加し、地域医療構想の意義や調整会議の議論の概要等について説明し、意見交換。 
  ・熊本県医療法人協会主催の定例会 
  ・熊本県医師会主催の郡市医師会長会議 

医政局地域医療計画課調べ 

（平成29年9月末時点） 

・病院事務長懇談会 
・医師会主催の在宅医療介護連携推進事業での勉強会   等 

・熊本大学医学部附属病院連携病院長懇談会  
                                   等 
 

【佐賀県】 
 担当者が以下の病院団体主催の会議等に参加し、人口構造の変化、地域医療構想の意義や病床機能報告の結果等について説明し、意見交換。 
  ・佐賀県病院協会総会、構想区域単位の懇談会 
  ・佐賀県有床診療所協議会総会 

【奈良県】 
 県が病院団体との共催による意見交換会及び病院団体等主催の会議において、地域医療構想の実現に向けた意見交換を実施。 
  ・地域別（医療圏別）の意見交換会  ・テーマ別（機能別）の意見交換会   ・地域医療構想調整会議委員との意見交換会 
  ・奈良県病院協会  ・奈良県医師会  ・奈良県立医科大学  等 
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地域医療構想調整会議における議論の状況 

■病床機能報告が未報告である医療機関の許可病床数 

■未報告医療機関に関する対応の状況 
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診療所 

病院 

未報告医療機関なし 未報告医療機関あり 

全ての未報告医療機関に督促を実施 督促を実施していない医療機関がある 

＊9月末時点で、医療法第30条の13第５項に基づく命令を実施している都道府県はない。 

愛知県 
滋賀県 
兵庫県 
和歌山県 
鳥取県 
山口県 

北海道 
青森県 
岩手県 
宮城県 
秋田県 
山形県 

医療法 
第三十条の十三 

５ 都道府県知事は、病床機能報告対象病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病床機能報告対象病院等の開設者に対
し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。 

６ 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた病床機能報告対象病院等の開設者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 

(床) 

富山県 
石川県 
福井県
山梨県 
長野県 
岐阜県 

栃木県 
神奈川県 
新潟県 
京都府 
大阪府 
岡山県 

宮崎県 
 

福島県 
茨城県 
群馬県 
埼玉県 
千葉県 
東京都 

静岡県 
三重県 
奈良県 
島根県 
広島県
徳島県 

沖縄県 

←医療機関ごとリストで 

項目番号９が「２．未報告」である医療機関につい
て、 
項目番号７「一般及び療養の許可病床」を集計 
その際、項目番号７が20床以上の場合、病院に
振り分け 

←医療機関ごとリストで 

項目番号９が全て「１報告済み」の場合、未報告な
しグループに振り分け。 
項目番号９で「２．未報告」がある場合、 
当該医療機関にかかる項目番号10「督促」が、 

全て「１督促済み」である場合、「全て～」のグルー
プに振り分け 

医政局地域医療計画課調べ 

香川県 
愛媛県 
高知県 
福岡県 
佐賀県 
長崎県 

（平成29年9月末時点） 

（平成29年9月末時点） 

熊本県 
大分県 
鹿児島県 
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地域医療構想調整会議における議論の状況 

■非稼働病棟の病床数 

■非稼働病棟を有する医療機関に対する調整会議での議論の状況 （議論済みの病棟の病床数／非稼働病棟の病床数） 
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診療所 

病院 ←医療機関ごとリストで 
項目番号20「非稼働病棟の病床数の計」を集計 

その際。項目番号７「一般及び療養の許可病床
数」が20床以上の場合、病院に振り分け 

←医療機関ごとリストで、以下の式で集計 
分母＝項目番号20「非稼働病棟の病床数の計」
の全数 
分子＝上記のうち項目番号21「調整会議での議
論」が１又は２であったもの 

（平成29年9月末時点） 

（平成29年9月末時点） 

医政局地域医療計画課調べ 
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地域医療構想調整会議における議論の状況 

■新公立病院改革プランを策定済みの病院数 

■新公立病院改革プランについて、調整会議での議論を開始した割合（議論開始済み病院数／プラン策定対象病院数） 
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(施設) 

←構想区域ごとリストから、以下の式で集計 
分母＝３①の「策定対象病院」 
分子＝３①の「議論を開始した病院」 

←構想区域ごとリストの３①の「策定済みの病院」
集計 

（平成29年9月末時点） 

（平成29年9月末時点） 

医政局地域医療計画課調べ 

   （注）一般病床及び療養病床を有しない精神科病院は除外した。 
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地域医療構想調整会議における議論の状況 

■公的医療機関等２０２５プランを策定済みの病院数 

■公的医療機関等２０２５プランについて、調整会議での議論を開始した割合（議論開始済み病院数／プラン策定対象病院数） 
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(施設) 

←構想区域ごとリストから、以下の式で集計 
分母＝３②の「策定対象病院」 
分子＝３②の「議論を開始した病院」 

←構想区域ごとリストの３②の「策定済みの病院」
集計 

（平成29年9月末時点） 

（平成29年9月末時点） 

医政局地域医療計画課調べ 
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